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 防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づき

報告します。 

原子力事業所の名称
及 び 場 所 

東通原子力発電所 

青森県下北郡東通村大字白糠字前坂下３４番４ 

防災訓練実施年月日 ２０２１年１０月８日 
２０２１年４月１日 

～２０２２年１月３１日 

防災訓練のために 
想定した原子力災害
の 概 要 

自然災害（地震）を起因とし、残留熱除
去機能の喪失、原子炉注水機能の喪失
等により、原子力災害対策特別措置法
第１０条事象および第１５条事象に至
る原子力災害を想定 

シビアアクシデント事象による原子力
災害を想定 

防 災 訓 練 の 項 目 緊急時演習（総合訓練） 要素訓練 

防 災 訓 練 の 内 容 

【東通原子力発電所】 

(1) 発電所対策本部訓練 

(2) 通報訓練 

(3) 避難誘導訓練 

(4) モニタリング訓練 

(5) 広報活動訓練 

(6) 電源機能等喪失時対応訓練 

(7) アクシデントマネジメント訓練 

 

【本店】 

(1) 発電所－本店原子力班－本店対策

本部間の情報連携訓練 

(2) 国－事業者間の情報連携訓練 

(3) プレス対応訓練 

(4) 事業者間協力協定対応訓練 

【東通原子力発電所】 

(1) 通報訓練 

(2) モニタリング訓練 

(3) 避難誘導訓練 

(4) その他必要と認められる訓練 

a.電源機能等喪失時対応訓練 

b.緊急事態支援組織対応訓練 

c.現在のプラント状態での訓練 

（未適合炉） 

 

【本店】 

(1)現在のプラント状態での訓練 

（未適合炉） 

(2)災害対策支援拠点対応訓練 

 

防災訓練の結果の 
概 要 

別紙１のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災害 
対策に向けた改善点 

別紙１のとおり 別紙２のとおり 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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別紙１ 

 

防災訓練の結果の概要（緊急時演習（総合訓練）） 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第８節」に基づき実施

するものである。 

残留熱除去機能や原子炉注水機能が喪失し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」

という。）第１０条事象および第１５条事象に至る原子力災害を想定した訓練を実施し、緊

急時対応能力の習熟、課題抽出を行い、さらなる実効性向上を図る。 

なお、今回は以下の対応の有効性等に力点を置いて検証した。 

 

（１）主力メンバー不在時における対応【共通】 

（２）正確なＥＡＬ情報発信に係る改善【本店】 

（３）ＥＡＬ通報文のＦＡＸ送信に係る改善【発電所】 

 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

２０２１年１０月８日（金）８：５５～１１：２５ 

（２）対象施設 

東通原子力発電所 １号機 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ 統合原子力防災ネットワーク接続 

※２ 情報連絡した箇所は青森支店 

（注）破線部は模擬 

支援 

情報連絡 

東通原子力発電所 

 

発電所対策本部 

 

各班員 

 

指示 報告 

 原子力規制庁緊急時対応 

センター（ＥＲＣ） 

本店 

東北電力ネットワーク㈱ 本社 

※１ 

 

通報連絡 

社 外 

関係箇所 
通報連絡 

派遣 

 

原子力班 他各班 

報告 指示 

通報連絡 

 
オフサイトセンター 

派遣 情報連絡 

東京支社 

東北電力ネットワーク㈱ 東京事務所 

各支店※２ 

東北電力ネットワーク㈱ 各支社 

本店対策本部 

(原子力施設事態即応ｾﾝﾀｰ) 
 

通報連絡 
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（２）評価体制 

発電所（対策本部、現場）および本店対策本部に複数の評価者（当社社員、他事業者）を 

配置し、評価者による評価および反省会等を通じて、改善事項の抽出を行う。 

 

（３）参加人数：５１４名 

〈内訳〉 

・プレーヤー（訓練参加者）：４６９名 

東通原子力発電所：８４名（社員８２名、構内協力企業２名） 

本店（各支店、東京支社含む）、東北電力ネットワーク㈱ 本社（各支社、東京事務所

含む）：３８５名 

・コントローラー（訓練進行管理者）、評価者：４５名 

東通原子力発電所：２１名（社員２１名） 

本店（各支店、東京支社含む）、東北電力ネットワーク㈱ 本社（各支社、東京事務所

含む）：２４名 

 

（４）訓練視察等 

ａ．東通原子力発電所 

（ａ）他事業者による視察等：１０社 合計１０名 

<内訳> 

北海道電力：１名、東京電力ホールディングス：１名、北陸電力：１名、中部電力：１名、 

中国電力：１名（評価者）、九州電力：１名、日本原子力発電：１名、電源開発：１名、  

電気事業連合会：１名、原子力安全推進協会：１名 

 

ｂ．本店 

（ａ）他事業者による視察等：１０社 合計１０名 

<内訳> 

北海道電力：１名、東京電力ホールディングス：１名、北陸電力：１名、中部電力：１名、 

中国電力：１名、九州電力：１名（評価者）、日本原子力発電：１名、電源開発：１名、 

電気事業連合会：１名、原子力安全推進協会：１名 
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４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

定格電気出力運転中の東通原子力発電所１号機（新規制基準適合プラント想定）において、

自然災害（４回の地震）を起因とした原子炉自動停止失敗（全制御棒全挿入失敗）、残留熱

除去機能の喪失、大ＬＯＣＡによる原子炉注水機能の喪失等により、原災法第１０条事象  

および第１５条事象の発生後に炉心損傷に至る原子力災害を想定する。 

詳細は以下のとおり。 

時刻 
シナリオ 

１号機（定格電気出力運転中）※１ 

８：５５ 

・東通村内震度４の地震発生（１回目） 
 モニタリングポスト１局舎伝送不良 
 構内アクセス道路の損傷（段差）発生 
 核物質防護設備の不具合発生 

９：３０ 

・東通村内震度６弱の地震発生（２回目）【警戒事象】※2 
 外部電源喪失、常用系の給水喪失 
 原子炉自動停止失敗（全制御棒全挿入失敗）、ＳＬＣポンプ手動起動 
 原子炉水位Ｌ－２到達、原子炉隔離時冷却系ポンプ自動起動 
 主蒸気隔離弁全弁全閉 
 主タービントリップ、発電機トリップ 
 残留熱除去系ポンプ（Ｃ）故障 
 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）自動起動失敗、ガスタービン発電機自動起動 
 使用済燃料プールスロッシング発生 

９：３８ ・警戒対策体制発令 

９：４０ ・発電所構内（管理区域外）にて傷病者発生 

９：５０ 

・全制御棒全挿入完了 
・高圧炉心スプレイ系冷却水ポンプ故障停止 
・高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機（Ｈ）使用不可（冷却水喪失） 
・高圧炉心スプレイ系ポンプ使用不可（電源喪失） 

９：５９ ・原子炉未臨界確認 

１０：００ 
・非常用ディーゼル発電機（Ａ）故障停止 
・残留熱除去系ポンプ（Ａ）、低圧炉心スプレイ系ポンプ使用不可（電源喪失） 
・原子炉除熱機能の一部喪失 

１０：２５ 
・東通村内震度３の地震発生（３回目） 

 原子炉格納容器内で原子炉冷却水の漏えい発生 

１０：３５ ・残留熱除去系ポンプ（Ｂ）故障停止 

１０：３７ 
・残留熱除去機能の喪失判断【原災法第１０条】※2 
・第１緊急体制発令 

１０：３７ ・『原子炉格納容器圧力高』警報発生 

１０：５５ 

・東通村内震度５強の地震発生（４回目） 
 原子炉格納容器内で大ＬＯＣＡ発生 
 原子炉水位低下、原子炉格納容器圧力急上昇 
 原子炉隔離時冷却系ポンプ自動停止（駆動蒸気喪失） 
 高圧代替注水系ポンプ使用不可（駆動蒸気喪失） 

１０：５７ ・原子炉水位不明判断 

１１：０１ ・原子炉注水機能の喪失判断【原災法第１５条】※2 

・第２緊急体制発令 

１１：０６ ・ＣＡＭＳのγ線線量が炉心損傷を示す放射線量を超過 

１１：０７ ・炉心損傷判断 

１１：１０ ・高圧電源車の非常用交流母線への接続完了 

１１：１６ ・低圧代替注水系ポンプによる原子炉注水開始 

１１：２５ ・訓練終了 

※１ 訓練開始時の付与情報 

※２ 最初に発生した警戒事象、原災法第１０条および第１５条事象のみ記載 
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５．防災訓練の項目 

緊急時演習（総合訓練） 

 

６．防災訓練の内容 

（１）訓練方法 

訓練は、プレーヤー（訓練参加者）へ訓練シナリオを事前に通知しない「シナリオ非提示

型」により実施した。また、コントローラー（訓練進行管理者）は、訓練中にプレーヤー    

への資料配付や電話連絡等、シナリオ進行に必要な状況付与を行った。 

 

（２）訓練項目 

【発電所】 

ａ．発電所対策本部訓練 

ｂ．通報訓練 

ｃ．避難誘導訓練 

ｄ．モニタリング訓練 

ｅ．広報活動訓練 

ｆ．電源機能等喪失時対応訓練 

（ａ）アクセスルート確保訓練 

ｇ．アクシデントマネジメント訓練 

 

【本店】 

ａ．発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

ｂ．国－事業者間の情報連携訓練 

ｃ．プレス対応訓練 

ｄ．事業者間協力協定対応訓練 

 

（３）現場対応能力向上のための実効性を高める工夫 

プレーヤーの事故対処能力向上を促せるような、訓練の実効性を高める工夫として、以下

の要素を盛り込むとともに、評価を行った。 

  ａ．現場要員に対する指揮本部要員の不在 

  ｂ．原子炉水位計の機能喪失 

  ｃ．現場作業中における放射性物質放出 
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７．防災訓練の結果の概要 

【発電所】 

（１）発電所対策本部訓練 

自然災害（４回の地震）を起因とした原子炉自動停止失敗（全制御棒全挿入失敗）、    

残留熱除去機能の喪失、大ＬＯＣＡによる原子炉注水機能の喪失等のプラント状況に加え、

構内道路の損傷（段差発生）、傷病者発生等、情報が錯綜するシナリオにおいて、各場面に

おけるプレーヤーへの期待事項をシナリオ検証ポイントとして設定し訓練を実施した。 

さらに、新型コロナウイルス感染症対策として本部要員を限定し、分室体制とした発電所 

対策本部にて、事故状況に基づく事象進展予測を踏まえた事故拡大防止策等を決定するとと

もに、事故状況、緊急時活動レベル（以下、「ＥＡＬ」という。）、事故対応戦略等に関して

チャットシステム等を用いて、本店と情報共有を行う訓練を実施した。 

その結果、発電所対策本部にて事象の把握および判断に必要な情報が原子力防災管理者へ

迅速かつ正確に報告されるとともに、事象進展予測を踏まえた事故拡大防止策等を決定できる

こと、事象の把握に必要な情報が発電所から本店に共有できることを確認した。 

また、以下の事項を確認したことから、本部要員を限定した発電所対策本部においても  

緊急時対応能力の維持向上が図られているものと評価した。 

 

・発電所構内のアクセスルート確保に係る現場要員への指揮本部要員不在時において、 

その代行者は現場指揮を適切に実施できること 

・大ＬＯＣＡ発生に伴い原子炉水位が不明となるような、急激に事象が進展する場面に 

おいて、速やかに事象を把握したうえで適切な手順を判断できること 

・放射性物質の放出が予想される場面において、現場要員へプラント状況を伝達し、   

放射線防護装備着用を指示できること 

・ドライウェル内漏えい事象を速やかに把握し、漏えいが拡大した場合のリスク評価が 

できること 

・事象進展に応じて、本部体制をトラブル体制から原子力防災体制へ移行できること 

・原子炉自動停止失敗に係わるＥＡＬの誤情報付与に対し、ＥＡＬ判断フロー等を活用 

し正確な判断ができること 

・原災法第１０条事象発生のおそれがある場面において、オフサイト派遣要員が早い段階

で派遣準備に着手できること 

・発電所対策本部立ち上げ直後の初動において、傷病者の発生、ＰＰ設備の動作不良が  

連続して発生した場合においても、本部内での情報共有および関係箇所への対応指示が

実施できること 

 

なお、以下の事項について、更に改善を図るべき事項とした。 

・情報共有ツール（ＣＯＰ２）の常設設備の使用可否の記載が可搬型設備と異なっており、

自由記述欄に記載していたため、視認性の観点から改善の余地があった。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（１）主力メンバー不在時における対応【共通】 

・８．（４）ａ．現場要員に対する指揮本部要員の不在【発電所】 

・８．（４）ｂ．原子炉水位計の機能喪失【発電所】 
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・８．（４）ｃ．現場作業中における放射性物質放出【発電所】 

・９．（２）分室体制時における発電所対策本部支援機能の強化（更なる改善事項） 

・１０．（２）ａ．情報共有ツール（ＣＯＰ２）の更なる改善【発電所】 

 

（２）通報訓練 

事象進展に伴う事故および被害状況等を把握し、警戒事象、原災法第１０条事象、原災法

第１５条事象等の通報連絡文を作成し、通報連絡する訓練を実施した。 

その結果、目標時間内に原子力規制庁、その他社外関係機関（模擬）へ通報連絡できる   

ことを確認した。 

また、訓練の実施にあたり、前回の訓練で抽出された課題の対策として、印刷された通報文

を手渡しでＦＡＸ送信者に届けられるよう、情報班員の役割を明確にするとともに、通報文

印刷用プリンタの配置を情報班員の動線を踏まえ変更したことにより、迅速かつ確実にＦＡＸ

送信できることを確認したことから、ＥＡＬ通報文のＦＡＸ送信に係る改善が図られたもの

と評価した。 

ただし、以下の課題が抽出された。 

・２５条報告の「発生事象と対応の概要」欄について、「特になし」と記載し報告を実施 

したが、講じた応急措置を報告する観点では、適切な記載により報告を実施することが  

できなかった。 

 

＜警戒事象、原災法第１０条事象および第１５条事象通報（第一報）の実績＞ 

号機 通報内容 発生時刻※１ 送信時刻※２ 所要時間 目標時間 

１号機 警戒事象  ９：３０  ９：４４ １４分 ３０分以内 

１号機 原災法第１０条事象 １０：３７ １０：４７ １０分 １５分以内 

１号機 原災法第１５条事象 １１：０１ １１：１１ １０分 １５分以内 

※１ 原子力防災管理者判断時刻 

※２ ＦＡＸ送信完了時刻 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（３）ＥＡＬ通報文のＦＡＸ送信に係る改善【発電所】 

・９．（１）ＥＡＬ通報文のＦＡＸ送信に係る改善【発電所】 

・１０．（１）ａ．２５条報告の記載充実化【発電所】 

 

（３）避難誘導訓練 

警戒事態に該当する事象発生を起点として原子力災害への進展を想定し、発電所避難者   

（協力会社含む）に対し、発電所構内の定められた避難場所へ避難を指示するとともに、   

発電所構内への立入制限措置を関係箇所に連絡する訓練を実施した。 

その結果、発電所避難者に対し、速やかに避難を指示するとともに、発電所敷地内への  

立入制限措置を関係箇所へ連絡できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと

評価した。 
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（４）モニタリング訓練 

炉心損傷発生の可能性や常設のモニタリングポストの機能喪失（測定データ伝送異常含む）

を想定して可搬型モニタリングポストを設置し、空間放射線量率測定を行い、その結果を  

発電所対策本部に報告する訓練を実施した。 

その結果、モニタリングポスト１局舎における測定データの伝送異常に対し、発電所   

対策本部の指示に基づき、可搬型モニタリングポストの設置や発電所対策本部との連携  

（指示、報告）を実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

 

（５）広報活動訓練 

発電所対策本部にて実施する事象進展予測を踏まえ、公衆や報道機関からの問合せや要請

事項への対応を行う訓練を実施した。 

その結果、事象進展に応じた最新で正確な情報を使用し、従来の情報と最新情報を区別  

するとともに、本店と連携し適切なタイミングでプレス公表を実施できることを確認した 

ことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

 

（６）電源機能等喪失時対応訓練 

 ａ．アクセスルート確保訓練 

発電所構内のアクセスルートにおいて、地震による段差が複数発生した状況を想定し、

現状の資機材、手順、体制に基づき、発電所対策本部と連携した現場実動訓練を実施した。 

その結果、優先して復旧すべきアクセスルートを発電所対策本部と連携して決定し、  

ホイールローダによるアクセスルートの確保を適切に実施できることを確認した。 

また、現場作業要員への本部指揮者不在時、その代行者の指揮に基づく情報連携により、

現場作業を適切に実施できること、放射性物質の放出が予想される場面において、現場  

要員が発電所対策本部からの放射線防護具着用指示に従い、現場作業中においても確実に

放射線防護具を着用して対応できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと

評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（１）主力メンバー不在時における対応【共通】 

・８．（４）ａ．現場要員に対する指揮本部要員の不在【発電所】 

・８．（４）ｃ．現場作業中における放射性物質放出【発電所】 

 

（７）アクシデントマネジメント訓練 

アクシデントマネジメントガイドラインに基づき、原子炉圧力容器破損防止および原子炉

格納容器破損防止に関する手順の確認や復旧戦略の検討を行う訓練を実施した。 

その結果、プラント状態に応じた手順の判断や指示を実施するとともに、事象進展を予測

した復旧戦略の検討が実施できることを確認した。 

また、原子炉無注水状態が継続し、原子炉水位の監視強化が必要とされる状況で原子炉  

水位が不明となる場面において、炉心損傷の迅速な判断および原子炉水位の制御を適切に 

実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 
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［本報告書における記載箇所］ 

・８．（４）ｂ．原子炉水位計の機能喪失【発電所】 

 

【本店】 

（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

「情報連携相関図」（添付資料１、２）のとおり、情報共有ツール（「プラント系統概要図※３」、

「設備状況シート※４」、「事故対応戦略方針シート※５」等）やチャットシステム※６等を活用

する情報連携訓練を実施した。 

その結果、原子力班長不在時に伴う原子力班内の役割分担の変更について整理しておく 

ことにより、その代行者による指揮のもと、初動の体制を遅滞なく確立させ、緊急時対策  

支援システム（以下、「ＥＲＳＳ」という。）や情報共有ツール等を活用し、本店原子力班 

および本店対策本部、発電所対策本部間で発電所情報（現況）や事象の進展予測、事故対応

戦略、外部への放射線影響等の重要情報、その他の付帯情報が共有できることを確認した。 

また、他原子力施設の情報に係る取りまとめ箇所を明確化するとともに情報の入手元から

取りまとめ箇所までの伝達ルートを整理し、他原子力施設の情報を共有するツールの整備を

行い、入手した他原子力施設のプラント情報として外部電源喪失事象発生を本店対策本部へ

共有できることを確認した。発電所対策本部に対し、本店対策本部にて入手した情報を共有

できることを確認したことから、訓練目標は達成したものと評価した。 

ただし、以下の課題が抽出された。 

・本店対策本部に他社原子力施設のプラント状況として、外部電源喪失事象が発生した 

ことを情報提供したものの、その後の他社原子力施設のプラント状況や異常事象の進展

の有無について、報告が行われなかった。 

 

※３ プラント系統概要図 

情報共有ツールのうち、安全上重要な機能（止める、冷やす、閉じ込める、電源）に

係る主要設備に関する情報を図にまとめたもの 

※４ 設備状況シート 

情報共有ツールのうち、発電所の復旧方針に関する情報をまとめたもの 

※５ 事故対応戦略方針シート 

情報共有ツールのうち、炉心が損傷するまでの予測時間や原子炉格納容器圧力の 

上昇予測等、緊急時に特に重要となる情報をまとめ、発電所の対応方針を示したもの 

※６ チャットシステム 

発生した事象、復旧対応状況、ＥＡＬ情報および社外問合せ情報等を発電所対策  

本部、本店原子力班および本店対策本部の要員がシステム上に入力し、発電所と  

本店間で情報連携するシステム 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（１）主力メンバー不在時における対応【共通】 

・９．（３）他原子力施設に係る情報共有の改善【本店】 

・１０．（１）ｂ．他原子力施設情報の情報共有の改善【本店】 
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（２）国－事業者間の情報連携訓練 

発電所対策本部、本店対策本部（原子力規制庁緊急時対応センター（以下、「ＥＲＣ」    

という。）対応ブース）およびＥＲＣプラント班間で統合原子力防災ネットワーク（テレビ

会議）を通じた情報連携訓練を実施した。 

その結果、「情報連携相関図」（添付資料１、２）のとおり、情報共有ツールやチャット 

システム、ＥＲＳＳ、備え付け資料※７等を活用することで、ＥＲＣプラント班に対して   

発電所情報（現況）や事象の進展予測、事故対応戦略、ＥＡＬに係る情報等の情報提供や   

質疑応答が遅滞なく実施できることを確認した。 

また、ＥＲＣ対応ブースにおいて、ＥＡＬ該当事象が発生した場合にＥＡＬ情報を確認  

する要員および確認方法を明確に定めることにより、ＥＲＣプラント班に対してＥＡＬ情報

を正確かつ迅速に情報連携できることを確認した。 

ただし、以下の課題が抽出された。 

・ＥＲＣ対応ブースは、ＥＲＳＳ上でパラメータ変化があった直後に、その状況をＥＲＣ

に情報伝達できていない場面があった。 

・本店即応センターＥＲＣ対応ブースからＥＲＣへの適切な情報発信ができていない場面

が散見された。 

・チャットシステム不具合時や緊急情報の伝達を優先させた場面では、チャットシステム

での再確認を行わず、音声情報で確認した情報だけで手書きメモを完成させた場面が 

あり、ＥＲＣに誤った情報を発信した。 

・ＥＲＣからの確認に対して、ＲＣＩＣ流量ハンチングに伴い原子炉水位が変動している

旨を回答したが、実際には原子炉水位の変動は原子炉減圧によるものであり、事実と  

異なる説明を行い、訂正もできていなかった。 

 

※７ 備え付け資料 

ＥＲＣプラント班と当社が共通の資料を用いて情報共有するため、ＥＲＣおよび 

本店原子力班（ＥＲＣ対応ブース含む）に備え付けている、プラントの設備概要や

手順書等をまとめた資料 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（２）正確なＥＡＬ情報発信に係る改善【本店】 

・９．（４）正確なＥＡＬ情報発信に係る改善【本店】 

・１０．（１）ｃ．ＥＲＳＳにてプラント状況が変化した際のＥＲＣ対応ブースの発話 

ルールの改善【本店】 

・１０．（１）ｄ．ＥＲＣへの情報発信の改善【本店】 

・１０．（１）ｅ．誤情報発信の防止【本店】 

 

（３）プレス対応訓練 

ａ．ＥＲＣ広報班と本店対策本部が連携する訓練を実施した。その結果、当社の報道発表資料・

記者会見時間の情報共有および官房長官会見（コントローラーによる情報付与）を考慮  

したプレス対応を実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価 

した。 
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ｂ．当社ホームページ（模擬）を利用した、プレス文の情報発信訓練を実施した。その結果、 

当社ホームページ（模擬）へ遅滞なくプレス文の掲載が実施できることを確認したこと  

から、訓練目標を達成したものと評価した。 

 

（４）事業者間協力協定対応訓練 

ａ．「原子力事業者間協力協定」に基づき、協力要請および情報連携を行う訓練を実施した。

その結果、同協定の幹事会社（電源開発）に対する協力要請および幹事会社からの回答の

受信等、情報連携が適切に実施できることを確認した。また、避難退域時検査の派遣要請

に対し、他社からの支援要員数および現地への到着時間等の情報を共有できることを確認

したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

ｂ．「原子力緊急事態支援組織の運営に関する基本協定」に基づき、協力要請および情報連携

を行う訓練を実施した。その結果、原子力緊急事態支援センターに対する協力要請および

原子力緊急事態支援センターからの回答の受信等、情報連携が適切に実施できることを 

確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

 

８．訓練の評価 

自然災害（４回の地震）を起因とした原子炉自動停止失敗（全制御棒全挿入失敗）、    

残留熱除去機能の喪失、大ＬＯＣＡによる原子炉注水機能の喪失等のプラント状況に加え、

構内道路の損傷（段差発生）、傷病者発生等、情報が錯綜するシナリオでの訓練を実施した。 

本シナリオにおいても、発電所対策本部および本店対策本部が連携し、原子力事業者防災

業務計画に規定する事項に関して概ね適切に対応することができた。 

なお、「１．訓練の目的」に記載した３項目の力点および「６．（３）現場対応能力向上の

ための実効性を高める工夫」に記載した事故対処能力向上に資する訓練要素に対する評価 

結果は「８．（４）事故対処能力向上に資する訓練の実効性を高める要素に係る対応」の   

とおり。 

 

（１）主力メンバー不在時における対応【共通】 

ａ．検証項目 

発電所および本店対策本部における主力メンバーの不在時を想定し、以下の場合において 

本部運営を適切に実施できたか検証を行った。 

【発電所】 

現場作業要員への本部指揮者不在時、代行者による現場指揮を適切に実施できたか。 

【本店】 

原子力班長不在時における代行者の役割等を整理し、代行者対応により発電所の状況

を本店において適切に情報共有できたか。 

 

ｂ．検証結果 

【発電所】 

発電所構内のアクセスルート確保に係る現場要員への指揮本部要員不在時、その  

代行者による現場要員への指示、現場作業進捗状況の把握を行うことができたことから、

上記の対応は行えたものと評価した。 
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【本店】 

原子力班長不在時に伴う原子力班内の役割分担の変更について整理し、原子力班長を

不在とさせた場合においても、その代行者による指揮のもと、発電所の状況を本店対策

本部において適切に情報共有することができたことから、上記の対応は行えたものと評

価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

・７．【発電所】（６）ａ．アクセスルート確保訓練 

・７．【本店】（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

 

（２）正確なＥＡＬ情報発信に係る改善【本店】 

ａ．検証項目 

ＥＲＣ対応ブースにおいてＥＡＬ情報を確認する要員を明確化することにより、以下の 

対応が適切に実施できたか検証を行った。 

・ＥＡＬ判断フロー図の使用や判断時刻を含むＥＡＬ情報連携をＥＲＣに対して実施  

できたか。 

 

ｂ．検証結果 

ＥＲＣ対応ブースにおいてＥＡＬ情報を確認する要員および確認方法を明確化し、ＥＡＬ

判断フロー図を使用し判断時刻を含むＥＡＬ情報連携をＥＲＣに対して実施できたことから、

上記の対応は行えたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 

 

（３）ＥＡＬ通報文のＦＡＸ送信に係る改善【発電所】 

ａ．検証項目 

通報文作成および送信に係る要員の役割を明確化するとともに、要員動線を踏まえた  

プリンタ等の機材配置を見直し、以下の対応が適切に実施できたか検証を行った。 

・複数の通報対応が連続し発生する錯綜した場面において、ＦＡＸ送信を所定の時間内に

実施できたか。 

 

ｂ．検証結果 

印刷された通報文が手渡しでＦＡＸ送信者に届けられるよう要員の役割を明確化すると 

ともに、通報文印刷用プリンタの配置を情報班員の動線を踏まえて変更したことにより、  

通報文作成およびＦＡＸ送信が連続するような場面においてもＦＡＸ送信を所定の時間内に

実施できたことから、上記の対応は行えたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］  

・７．【発電所】（２）通報訓練 

・９．（１）ＥＡＬ通報文のＦＡＸ送信に係る改善 
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（４）事故対処能力向上に資する訓練の実効性を高める要素に係る対応【発電所】 

ａ．現場要員に対する指揮本部要員の不在 

（ａ）検証項目 

発電所対策本部における主力メンバーの不在時を想定し、以下の場合において本部運営を

適切に実施できたか検証を行った。 

・現場作業要員への本部指揮者不在時、代行者による現場指揮を適切に実施できたか。 

 

（ｂ）検証結果 

発電所構内のアクセスルート確保に係る現場要員への指揮本部要員不在時、その代行者に

よる現場要員への指示、現場作業進捗状況の把握を行うことができたことから、上記の対応

は行えたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

・７．【発電所】（６）ａ．アクセスルート確保訓練 

 

ｂ．原子炉水位計の機能喪失 

（ａ）検証項目 

原子炉無注水状態が継続し、原子炉水位の監視強化を必要とする場面で原子炉水位が不明

となる難度の高いシナリオにおいて、炉心損傷の迅速な判断や原子炉水位の制御を適切に 

実施できたか検証を行った。 

・急激な事象進展により錯綜した状況下において、炉心損傷の判断を迅速に行うとともに、

原子炉水位の制御についてプラント状態を踏まえて指示できたか。 

 

（ｂ）検証結果 

大ＬＯＣＡ事象発生後の炉心損傷を、ＣＡＭＳの放射線線量を判断基準として迅速に判断

できた。 

また、原子炉水位の制御において、大ＬＯＣＡ事象の発生に伴い原子炉水位計が機能喪失

し、炉心損傷、かつ、水位不明の状態となるため、代替注水が可能となった場合の注水量に

ついて「Ｌ－０以上」を選択し、その後、崩壊熱相当の注水を継続する指示を適切に実施   

できたことから、急激な事象進展により錯綜した状況下における発電所対策本部の判断能力

の向上が図られたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］  

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

・７．【発電所】（７）アクシデントマネジメント訓練 
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ｃ．現場作業中における放射性物質放出 

（ａ）検証項目 

放射性物質の放出が予想される場面において、以下の対応が適切に実施できたか検証を 

行った。 

・発電所構内のアクセスルート復旧作業に当たる現場要員が発電所対策本部からの放射線

防護具着用の指示に従い、現場作業中でも確実に放射線防護具を着用して対応できたか。 

 

（ｂ）検証結果 

放射性物質の放出が予想される場面において、発電所構内のアクセスルート復旧作業に 

当たる現場要員が発電所対策本部からの放射線防護具着用の指示に従い、現場作業中でも 

確実に放射線防護具を着用して対応できたことから、上記対応により現場作業の安全確保に

係る、現場と発電所対策本部の情報連携の実効性向上が図られたとともに、現場作業員の  

事故対処能力の向上が図られたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］  

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

・７．【発電所】（６）ａ．アクセスルート確保訓練 
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９．昨年度訓練時の改善点の反映状況 

昨年度の総合訓練（２０２１年３月５日実施）において抽出された改善点に対する取り組み

状況は、以下のとおり。 

（１）ＥＡＬ通報文のＦＡＸ送信に係る改善 

昨年度の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況 

【発電所】 

以下の課題が抽出されたことから、「ＥＡＬ通報

文のＦＡＸ送信に係る改善」が必要と評価した。 

・通報が錯綜した場面において行った原災法第１５条

事象に係る通報について、１５分以内に発信でき

なかった。 

【原因】 

・通報が錯綜している場面において、別室にて前報

の通報文送信対応をしていたＦＡＸ送信者は、 

発電所対策本部において通報連絡統括から情報

班に対して出されたＦＡＸ送信指示を把握でき

なかった。 

・発電所対策本部の通報文作成者は、別室にいた 

ＦＡＸ送信者に作成した通報文を印刷したとの

連絡と、通報連絡統括からＦＡＸ送信の指示が出

ている状況について共有していなかった。 

 

【対策】 

・通報文作成者は、プリンタから印刷した通報文を

ＦＡＸ送信者へ直接手渡すとともに、通報文の 

ＦＡＸ送信を指示する。また、プリンタから印刷

した通報文を通報文作成者からＦＡＸ送信者へ、

迅速かつ確実に手渡せるよう、発電所対策本部内

におけるプリンタの配置を見直す。 

【改善】 

・通報文作成者は、プリンタから印刷した通報文を

ＦＡＸ送信者へ直接手渡すとともに、通報文の

ＦＡＸ送信を指示することとし、通報連絡を 

担当する情報班の勉強会において本運用の定着

を図った。 

・プリンタから印刷した通報文を通報文作成者 

からＦＡＸ送信者へ、迅速かつ確実に手渡せる

よう、発電所対策本部内におけるプリンタの 

配置を見直した。 

 

【結果】 

印刷された通報文が手渡しでＦＡＸ送信者に 

届けられるよう要員の役割を明確化するとともに、

通報文印刷用プリンタの配置を情報班員の動線を

踏まえて変更したことにより、通報文作成および

ＦＡＸ送信が連続するような場面においてもＦＡＸ

送信を所定の時間内に実施できたことから、上記

の対応は行えたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（２）通報訓練 

・８．（３）ＥＡＬ通報文のＦＡＸ送信に係る  

改善【発電所】 
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（２）分室体制時における発電所対策本部支援機能の強化（更なる改善事項） 

昨年度の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況 

【発電所】 

以下の事項より、「分室体制時における発電所 

対策本部支援機能の強化（更なる改善）」が必要と

評価した。 

・新型コロナウイルス感染症対策として発電所対

策本部の各機能班の要員数を削減していること

から、各機能班の役割を再整理し、発電所対策 

本部の復旧活動の負荷をさらに軽減することが

望ましい。 

 

【理由】 

・各機能班の発電所対策本部要員と分室要員の 

役割分担を試行していくなかで、分室要員の役割

が発電所対策本部の復旧活動を支援するための

役割分担となっていなかった。 

 

【改善】 

・分室要員が発電所対策本部における復旧活動を

支援するための観点で各機能班の活動内容および

役割分担を再整理し、分室体制における発電所 

対策本部要員の負荷軽減を図る。 

 

【改善】 

分室体制における対策本部要員と分室要員の 

役割分担を整理し、復旧戦略等を立案する対策本部

以外の場所でも実施可能な、要員管理、安否確認、

外部対応（プレス対応、自治体対応）等の本部活動

を、分室要員が機能的に実施することにより、  

発電所対策本部要員の負荷軽減を図った。 

 

【結果】 

機能班毎に整理した対策本部要員と分室要員の

役割分担に基づき、分室要員が、要員管理、安否  

確認、外部対応（プレス対応、自治体対応）等の  

本部活動を機能的に実施し、対策本部要員を支援 

することで、要員数を削減した発電所対策本部に 

おいても緊急時対応活動を適切に遂行できたこと

から、分室要員による発電所対策本部の支援機能の

更なる改善が図られたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

 

 

 

 

  



 

16 

（３）他原子力施設に係る情報共有の改善 

昨年度の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況 

【本店】 

以下の課題が抽出されたことから、「他原子力 

施設に係る情報共有の改善」が必要と評価した。 

・他原子力施設の情報の扱いについて、情報の 

取りまとめ箇所が不明確であった。また、情報

共有するツール等の整理が十分ではなかった。 

 

【原因】 

他原子力施設の情報の扱いについて、情報の取り

まとめ箇所が不明確であった。また、情報共有する

ツール等の整理が十分ではなかった。 

 

【対策】 

・他原子力施設に係る情報の情報共有の仕組みに

ついて改善を図る。 

－複数個所（協力協定、報道内容等）から入手

される他原子力施設の情報の取りまとめ 

箇所を明確化 

－他原子力施設の情報を本店対策本部へ共有

するツールを整理等 

 

 

【改善】 

・他原子力施設の情報について、取りまとめ箇所を

明確化するとともに、情報の入手元から取りまとめ

箇所までの伝達ルートを整理した。 

・入手した情報を本店即応センターにて共有する 

ためのツールを整理した。 

 

【結果】 

様々な情報入手箇所から入手する他原子力施設の

情報は原子力班にて一元的に集約できるよう、情報

の伝達ルートを整理した。これにより、他原子力  

施設における外部電源喪失事象の情報を原子力班 

にて集約した内容を本店対策本部へ共有できること

を確認できたことから、上記対策が有効に機能し、

他原子力施設に係る情報共有の改善が図られたもの

と評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【本店】（１）発電所－本店原子力班－本店 

対策本部間の情報連携訓練 
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（４）正確なＥＡＬ情報発信に係る改善 

昨年度の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況 

【本店】 

以下の課題が抽出されたことから、「正確なＥＡＬ

情報発信に係る改善」が必要と評価した。 

・発電所コントローラーがＥＡＬに係る誤情報

を発電所対策本部に付与した際、発電所対策 

本部は誤情報と認識しＥＡＬ該当判断を 

しなかったが、発電所対策本部の音声を傍受し

ている本店ＥＲＣ対応ブースのプラント情報

窓口担当は、発電所コントローラーが発電所 

対策本部に付与したＥＡＬに係る誤情報を 

速報としてメインスピーカーの支援要員（サブ

スピーカー）へ手書きメモにて伝達した。 

・メインスピーカーの支援要員（サブスピーカー）

は、ＥＡＬの速報情報が正しいか確認せず、 

ＥＲＣ対応ブース発話者（メインスピーカー）

に手書きメモを伝達した。 

・ＥＲＣ対応ブース発話者（メインスピーカー）

は、ＥＡＬ情報が記載された手書きメモを書画

装置に映して説明したが、内容に誤りがある 

ことに気付き訂正した。 

 

【原因】 

・ＥＲＣ対応ブースで入手したＥＡＬ情報が正しいか

確認する要員を明確に定めていなかった。 

 

【対策】 

・ＥＲＣ対応ブースで入手したＥＡＬ情報が正しいか

確認する要員（ＥＡＬ確認要員）を定め、ＥＡＬ

判断の確認においては、ＥＡＬ判断フロー図の 

使用や判断時刻等を確認する仕組みを整理する。 

 

 

【改善】 

・ＥＲＣ対応ブースにおいて、ＥＡＬ該当事象が 

発生した場合における、ＥＡＬ情報を確認する 

要員を明確に定めた。 

・ＥＲＣ対応ブースにおいて上記確認を行う要員の

確認方法を明確化した。 

 

【結果】 

ＥＲＣ対応ブースにおいてＥＡＬ情報を確認する

要員および確認方法を明確化し、ＥＡＬ判断フロー

図を使用して判断時刻を含めた形での正確かつ迅速

なＥＡＬ情報連携をＥＲＣに対して実施できたこと

から、上記対策が有効に機能し、正確なＥＡＬ情報

発信に係る改善が図られたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 
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１０．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

（１）改善を要する事項 

 ａ．２５条報告の記載充実化【発電所】 

２５条報告の「発生事象と対応の概要」欄について「特になし」と記載して報告を実施   

しており、講じた応急措置を報告する観点で、適切な記載による報告ができなかった。 

 

（ａ）原因 

・今回の訓練では通報文を作成する情報班の体制変更が行われており、本訓練の原災法 

第１０条事象発生以降から２５条報告取りまとめ時点における状況として、可搬型設備

の出動等の応急措置について着手済みであったものの、発生事象を復旧するための応急

措置として完了した実績はなかったため、当該欄に「特になし」として記載し２５条  

報告を実施した。 

・２５条報告の当該欄について、講じた応急措置の実績（対応日時、対応の概要）を    

記載するルールとしていたものの、講じた応急措置に係る作業着手等の経過報告の  

記載例を示すなど、具体化されていなかったため、情報班員の変更に対し事前の勉強会

を実施したが、適切な教育ができなかった。 

（ｂ）対策 

・２５条報告の当該欄に係る記載ルールについて、講じた応急措置を適切に記載できるよ

う、記載時の注意事項や具体例を明記する。 

・２５条報告を作成する情報班員は本ルールを確認しながら２５条報告を作成するとともに、

情報班副班長は本ルールを参考に、２５条報告が適切に作成されているかチェックする。 

・情報班員の変更があった場合においても２５条報告を適切に作成できるよう、情報班の

勉強会にて本ルールを周知し、２５条報告で記載すべき事項の理解度向上に継続して 

取り組む。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（２）通報訓練 

 

ｂ．他原子力施設情報の情報共有の改善【本店】 

本店対策本部に他原子力施設のプラント状況として、外部電源喪失事象が発生したことを

情報提供したものの、その後の他原子力施設のプラント状況や異常事象の進展の有無について、

報告が行われなかった。 

しかしながら、当社発電所周辺における他原子力施設のプラント状況は、住民避難に影響

を及ぼす可能性もあることから、本店対策本部では他原子力施設の異常事象の発生状況やそ

の後の進展も含めたプラント状況を把握する必要がある。 

  

（ａ）原因 

・他原子力施設の情報を共有するツールは整備していたものの、本店対策本部に共有すべ

き情報が明確ではなかった。 
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（ｂ）対策 

  ・当社発電所周辺における他原子力施設のプラント状況が住民避難に影響を及ぼす可能性が 

あるという観点で、本店対策本部において他原子力施設のどのような情報を共有すべきか

を明確化する。それを踏まえ、情報共有するツールのフォーマットの改善を図る。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【本店】（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

 

ｃ．ＥＲＳＳにてプラント状況が変化した際のＥＲＣ対応ブースの発話ルールの改善【本店】 

ＥＲＣ対応ブースは、ＥＲＳＳ上でパラメータ変化があった直後に、その状況をＥＲＣに

情報伝達できない場面があった。 

 

（ａ）原因 

・ＥＲＣ対応ブースの要員は、ＥＲＳＳ上のパラメータ変化を認知していたものの、ＥＲＣ

対応ブースにおける説明の留意事項として、ＥＲＣに情報連携する際には発電所で、  

いつ、どのような事象進展がありパラメータが変化したのか、発電所対策本部の状況を

確認、整理した後、状況をまとめて説明するルールとしており、ＥＲＳＳ上でパラメータ

変化があった直後に情報連携することについて明確にしていなかった。 

・このため、ＥＲＳＳ上でパラメータ変化があった直後に、ＥＲＣに対しタイムリーな  

情報連携ができなかった。 

 （ｂ）対策 

・ＥＲＣ対応ブースにおける運用の留意事項をまとめた「ＥＲＣ対応ブース要員勉強会  

資料」において、ＥＲＳＳにてパラメータ変化が確認された場合には、発電所対策本部の

状況を確認する前に、速報情報としてＥＲＣに情報伝達する旨の留意事項を追加する。 

・ＥＲＣ対応ブースの要員に対する勉強会により理解浸透を図るとともに、特に重要な 

留意事項としてＥＲＣ対応ブースに掲示し注意喚起する。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 

 

ｄ．ＥＲＣへの情報発信の改善【本店】 

ＥＲＣ対応ブースからＥＲＣへの情報発信において、以下のとおり、適切な情報発信が  

できていない場面が散見された。 

①本店即応センターのＥＲＣ対応ブース内では、ＭＳＩＶ閉鎖を認識していたものの、   

Ｌ―２到達に伴う正常動作であったことから、あらためてＥＲＣに情報発信する必要が 

あるとの認識に至らなかった。 

②１０条確認会議・１５条認定会議における説明者のＥＲＣに説明すべきポイントが不明確

であったため、今後の進展予測、対応戦略を説明する前段で、ＥＡＬが発生した原因や  

経緯を発話し、冗長的な説明となった。 

③ＣＡＭＳγ線線量率の上昇し炉心損傷の傾向が確認されたのは、１５条認定会議実施中の

場面であったことから、認定会議の進行を妨げないよう、認定会議終了以降の説明となった。 
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④ＥＲＣ対応ブースの対応者に「炉心損傷」と「炉心溶融」の用語と使い分けについて、   

十分に理解させていなかったため、発話が不統一となった。 

⑤ＥＲＣ対応ブースにおける運用の留意事項をまとめた「ＥＲＣ対応ブース要員勉強会資料」

において、発生事象の時間・号機等の事実関係とともに、想定リスクとリスク回避策を  

セットで説明する旨の留意事項を明確化し要員に教育しているが、事象進展が速い場面や

事象が錯綜する場面では、発生した状況の事実関係の報告を優先し、想定リスクやリスク

回避策についてセットで説明することが疎かになっていた。 

⑥ＥＲＣ対応ブースにおける運用の留意事項をまとめた「ＥＲＣ対応ブース要員勉強会資料」

において、発生事象の時間・号機等の事実関係とともに、想定リスクとリスク回避策を  

セットで説明する旨の留意事項を明確化し要員に教育しているが、ベントが想定される場面

における説明事項について詳細を明確化していなかったため、ベントに至るリスクや予想

時刻など、外部への放出の可能性に着目した説明を行うべきところ、プラント本体の事象

進展や操作に絞った説明となってしまった。 

 

（ａ）原因 

・ＥＲＣ対応ブースにおける運用の留意事項をまとめた「ＥＲＣ対応ブース要員勉強会 

資料」において、以下のような不明確な点があり、発話者毎の個人差が顕在化した。 

①スクラム時、１０条確認会議・１５条認定会議、ベントが想定される場面などにおいて、

どの情報をセットとして説明すべきか、詳細な留意事項がなかった。 

（ｄ．①、②、⑥） 

②事象進展が速い場面や事象が錯綜する場面において、速報性をもった事象の伝達と  

分かり易いセット説明を両立する対処方法が不明確であった。（ｄ．⑤） 

③１０条確認会議・１５条認定会議進行中において、緊急情報の割り込みを行う運用が  

不明確であった。（ｄ．③） 

④「炉心損傷」と「炉心溶融」など、発話に用いる用語について理解不足があった。（ｄ．④） 

（ｂ）対策 

＜対策１＞ 

・ＥＲＣ対応ブースにおける運用の留意事項をまとめた「ＥＲＣ対応ブース要員勉強会資料」

について、以下の事項を明確化し、充実化を図る。 

①スクラム時、１０条確認会議・１５条認定会議、ベントが想定される場面などにおいて、  

どの情報をセットとして説明すべきか、様々な場面毎の留意事項を新たに作成する。 

②事象進展が速い場面や事象が錯綜する場面において、速報性をもった事象の伝達と分かり

易いセット説明を両立させるため、事象伝達実施後、必要な情報収集および整理を行った

うえで、セット説明を確実に実施するよう留意事項を明確化する。 

③１０条確認会議・１５条認定会議進行中において、炉心損傷の兆候等、今後の進展予測や

対応戦略に係る緊急情報がある場合には、進行中に割り込みで情報提供するよう運用を 

明確化する。 

④「炉心損傷」と「炉心溶融」など、発話で混同するような用語について整理した資料を   

新たに作成する。 

＜対策２＞ 

・対策１で充実化した「ＥＲＣ対応ブース要員勉強会資料」について、訓練に先立って要員

に教育するとともに、訓練の反省会において検証し、継続的に充実化を図っていく。 
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［本報告書における記載箇所］ 

・７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 

 

ｅ．誤情報発信の防止【本店】 

・ＥＲＣ対応ブースの手書きメモ作成担当は、発電所対策本部からの音声情報で確認した 

情報により手書きメモを作成するとともに、チャット情報で内容を再確認のうえ、手書き  

メモを完成させているが、今回の訓練では、チャットシステムの不具合時や緊急情報の  

伝達を優先させた場面では、チャットシステムでの再確認を行わず、音声情報で確認した

情報だけで手書きメモを完成させた場面があり、ＥＲＣに誤った情報を発信した。 

・また、ＥＲＣ対応ブースからＥＲＣプラント班へＲＣＩＣ流量ハンチング事象発生の事実

について伝達した際、ＥＲＳＳパラメータ変動との関係について確認があり、当該ハンチング

に伴い原子炉水位が変動している旨を回答したが、実際には原子炉水位の変動は原子炉 

減圧によるものであり、事実と異なる説明を行い、訂正もできていなかった。 

  

（ａ）原因 

・情報の再確認を行わず、誤った情報を伝達した原因は以下のとおり。 

①音声情報のみで手書きメモを作成した場合の情報の不確かさの伝達について取り扱いが 

不明確であったため、不確かな手書きメモの情報を正確な情報として伝達した。 

②ＥＲＣ対応ブースの説明者は、ＥＲＣからの確認事項に対して、即答することを強く意識

しすぎたため、推察に基づく不確実な説明であることを明確に伝えることができず、かつ、

その後の訂正もできなかった。 

（ｂ）対策 

＜対策１＞ 

・手書きメモ作成時における情報確認方法を以下のとおり明確化する。 

①不確かさのある速報情報か、チャット等で再確認した確定情報か識別して、確定情報と  

なるまでフォローできるよう、手書きメモのフォーマットにチェック項目を設ける。 

②チャットシステムに不具合が生じた際の確定情報の確認手段を明確化し、確実に運用する 

よう手書きメモのフォーマットにチェック項目を設ける。 

＜対策２＞ 

・ＥＲＣ対応ブースにおける運用の留意事項等をまとめた「ＥＲＣ対応ブース要員勉強会資料」

に以下の内容を明確化し、ＥＲＣ対応ブースの要員に対して勉強会を実施し理解浸透を図る。 

①ＥＲＣからの質疑での説明において、各種ツールから得られた確定情報に基づく説明と 

説明者の推察に基づく説明を明確に識別して対応すること 

②推察に基づき説明した場合には、チャット情報による確認や、対策１のチャットシステムの 

不具合時にはその代替確認手段により、事実確認を行い、誤りがあれば確実に訂正すること 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 
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（２）更なる改善として取り組む事項 

ａ．情報共有ツール（ＣＯＰ２）の更なる改善【発電所】 

ＣＯＰ２の常設設備の使用可否の記載が可搬型設備と異なっており、自由記述欄に記載 

していたため視認性が悪く、改善の余地があった。 

 

（a）理由 

可搬型設備は使用可否の欄が設けられているのに対し、常設設備は使用可否の欄が無いため、

フォーマットの違いにより常設設備は自由記述欄に記載せざるを得なく、視認性が劣って 

いた。 

（ｂ）改善 

ＣＯＰ２の様式を見直し、常設設備についても使用可否欄を設け視認性を向上させる。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

 

以上の改善点を踏まえ、今後も実効性を高める訓練を計画的に実行していく。 

 

以 上 

 

〈添付資料１〉情報連携相関図（全体） 

〈添付資料２〉情報連携相関図（各情報におけるフロー図） 
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情報連携相関図（全体） 

 

〈添付資料１〉 
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〈添付資料２〉 
情報連携相関図（各情報におけるフロー図） 

※ 

※ 
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※ 

※ 

※ 
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※ＣＯＰ：事故・プラントの状況、進展予測と事故収束対応戦略を共有するために作成する

図表 
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別紙２ 

 

防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第８節」に基づき実施

するものであり、あらかじめ定められた原子力災害時における応急対策または復旧対策等に

関する手順の検証、習熟を行うとともに、体制、資機材の取扱いに係る実効性について検証し、

改善を図ることを目的に実施したものである。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

  ａ．２０２１年４月１日（木）～２０２２年１月３１日（月） 

（各訓練の実施日は、添付資料のとおり） 

【発電所】通報訓練、モニタリング訓練、避難誘導訓練、その他必要と認められる訓練 

【本店】現在のプラント状態での訓練（未適合炉）、災害対策支援拠点訓練 

ｂ．２０２１年１１月１０日（水） 

【発電所】電源機能等喪失時対応訓練のうち、緊急時対策所と連携した事故シナリオに 

基づく現場実動訓練 

（２）対象施設 

東通原子力発電所 １号機 

 

３．実施体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練ごとに実施責任者および評価者を設け、実施担当者が訓練を行う。 

詳細は、添付資料のとおり。 

（２）参加人数 

添付資料のとおり。 

 

４．防災訓練の内容および防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

【発電所】 

（１）通報訓練 

警戒事象、原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第１０条事象および

第１５条事象等が発生する状況を想定し、各事象に応じた通報連絡文を作成の上、   

原子力規制庁、その他社外関係箇所を模擬した宛先に通報連絡を実施する。 

（２）モニタリング訓練 

炉心損傷発生の可能性や構内モニタリングポストの機能喪失（測定データ伝送異常含む）

を想定し、可搬型モニタリングポストを設置して空気吸収線量率の測定を実施する。 
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（３）避難誘導訓練 

緊急体制が発令された場合の原子力災害対策活動に従事しない者の避難を想定し、 

避難誘導を実施する。 

（４）その他必要と認められる訓練 

ａ．電源機能等喪失時対応訓練 

全交流電源喪失、原子炉除熱機能喪失等を想定し、個別の緊急時対応を実施する。 

ｂ．緊急事態支援組織対応訓練 

高放射線量下において、現場偵察ロボットによる現場調査を想定し、現場偵察ロボット

の障害物回避操作、掴み取り操作等を実施する。 

ｃ．現在のプラント状態での訓練（未適合炉） 

現在のプラント状態において、自然災害（地震）を起因とした使用済燃料貯蔵槽の  

冷却機能喪失により、原災法第１０条事象に至る原子力災害を想定し、プラント状況  

把握、発電所－本店間での情報連携等の事故収束に向けた対応を実施する。 

 

【本店】 

（１）現在のプラント状態での訓練（未適合炉） 

現在のプラント状態において、自然災害（地震）を起因とした使用済燃料貯蔵槽の  

冷却機能喪失により、原災法第１０条事象に至る原子力災害を想定し、発電所と本店間

で情報連携を実施する。 

（２）災害対策支援拠点対応訓練 

原子力災害が発生し、電源や注水等の各種設備は復旧したが、除熱機能が復旧できず、

ベントを実施。周辺地域に放射性物質が放出され、その後、放射性プルームが通過した

状況を想定し、災害対策支援拠点においてスクリーニング、除染活動を実施する。 

 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 

 

６．防災訓練の結果の概要（添付資料参照） 

【発電所】 

（１）通報訓練 

各事象に応じた通報文を作成の上、原子力規制庁、その他社外関係箇所を模擬した  

宛先に対し、定められた手順に従い、通報連絡ができることを確認した。 

（２）モニタリング訓練 

可搬型モニタリングポストを設置し、空気吸収線量率の測定が定められた手順に従い、

実施できることを確認した。 

（３）避難誘導訓練 

緊急体制発令に伴い原子力災害対策活動に従事しない者が避難する想定のもと、避難

誘導を実施できることを確認した。 
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（４）その他必要と認められる訓練 

ａ．電源機能等喪失時対応訓練 

（ａ）全交流電源喪失、原子炉除熱機能喪失等を想定した個別の緊急時対応について、  

定められた手順に従い、実施できることを確認した。 

（ｂ）訓練により発電所の機器へ直接影響が生じるものは模擬とし、現場での動作確認が

実施できることを確認した。 

ｂ．緊急事態支援組織対応訓練 

現場偵察ロボットの障害物回避操作、掴み取り操作等が確実に実施できる習熟度で

あることを確認した。 

ｃ．現在のプラント状態での訓練（未適合炉） 

使用済燃料プールの冷却機能喪失に対して、プラント状況把握、発電所－本店間で

の情報連携等を行い、事故収束に向けた対応が滞りなく実施できることを確認した。 

 

【本店】 

（１）現在のプラント状態での訓練（未適合炉） 

使用済燃料プールの冷却機能喪失に対する発電所情報（現況）や事象の進展予測、  

事故収束対応について、発電所と本店間で情報連携ができることを確認した。 

また、原子力規制庁緊急時対応センタープラント班（模擬）に対して、発電所情報  

（現況）や事象の進展予測、事故対応戦略、緊急時活動レベル（ＥＡＬ）に係る情報等

の情報提供ができることを確認した。 

（２）災害対策支援拠点対応訓練 

災害対策支援拠点（上北変電所）でのスクリーニングエリアの設定および防護服を  

着用した状態でスクリーニング、除染活動が実施できることを確認した。 

また、「原子力事業者間協力協定」に基づき、他社からの要員派遣を受け、スクリーニング

活動が実施できることを確認した。 

 

７．訓練の評価 

各要素訓練について、定められた手順に従い実施し、手順の有効性と対応要員の習熟を  

確認することができた。 

 

８．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

当該期間中の各要素訓練における改善点および今後に向けた改善点は、添付資料のとおり。 

 

以 上 

 

〈添付資料〉要素訓練の概要 



 

要素訓練の概要 
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【発電所】 

１．通報訓練（訓練実施日：２０２１年１０月８日、参加人数：１１名） 

詳細については別紙１「７．防災訓練の結果の概要（２）通報訓練」参照。 

 

２．モニタリング訓練（訓練実施日：２０２１年１０月８日、参加人数：３名） 

詳細については別紙１「７．防災訓練の結果の概要（４）モニタリング訓練」参照。 

 

３．避難誘導訓練（訓練実施日：２０２１年１２月５日、参加人数：１４名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

緊急体制発令時の原子力災害対策活動に従事 

しない者への避難誘導等を実施 

① 総務課長 

② 総務課員、核物質防護課員および

特別管理職 

良 特になし 
来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

 

４．その他必要と認められる訓練 

（１）電源機能等喪失時対応訓練 

ａ．緊急時の電源確保に係る訓練（訓練実施日：適宜反復訓練を実施（当該期間内で４７回実施、参加人数：延べ２５１名）） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

電源車および大容量電源装置による電源   

確保訓練を実施 

① 電気保修課長および発電管理課長 

② 電気保修課員、発電管理課員、技術

課員、防災課員、放射線管理課員 

および構内協力企業社員 

良 特になし 
来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく

現場実動訓練を実施 

（電源車による電源確保訓練） 

①原子力防災要員 良 

ブリーフィングチェックシート

を用いて、役割分担の確認や 

安全保護具の着装状態の確認を

実施した。 

接地線取付け時は、可能

な限り接地棒を大地に 

近い下部へ取り付けた方

が良いことから、訓練 

事前打合せ用テキストに

反映し、訓練の都度、周知

することとした。 

〈添付資料〉 



 

要素訓練の概要 
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ｂ．緊急時の最終的な除熱機能の確保に係る訓練 

（訓練実施日：適宜反復訓練を実施（当該期間内で３６回実施、参加人数：延べ２８６名）） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

ポンプ車による原子炉への注水のためのホース

接続、注水ライン構成訓練を実施 
① 機械保修課長、発電管理課長 

② 機械保修課員、発電管理課員および

構内協力企業社員 

良 特になし 
来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

燃料補給車による、消防車、電源車および大容量

電源装置への燃料補給訓練を実施 

緊急時直流電源設備の接続および電源供給訓練

を実施 

 

ｃ．その他緊急時対応として行う訓練（訓練実施日：適宜反復訓練を実施（当該期間内で５４回実施、参加人数：延べ３２７名）） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

シミュレータによる緊急時対応訓練を実施 
① 土木建築課長、発電管理課長および

放射線管理課長 

② 土木建築課員、発電管理課員、  

放射線管理課員および構内協力 

企業社員 

良 特になし 
来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

アクセスルート確保のため、ホイールローダに 

よる模擬瓦礫等撤去訓練を実施 

原子炉建屋水素ベント開放訓練を実施 

高放射線下における作業を想定した訓練を実施 

 

（２）緊急事態支援組織対応訓練（訓練実施日：２０２２年１月１９～２０日、参加人数：９名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

現場偵察ロボットの障害物回避操作、掴み取り 

操作等を実施 

① 防災課長 

② 機械保修課員、電気保修課員、  

放射線管理課員、防災課員および 

品質保証室員 

良 特になし 
来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 
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（３）現在のプラント状態での訓練（未適合炉）（訓練実施日：２０２１年１２月１日、参加人数：８６名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

現在のプラント状態において、自然災害（地震）

を起因とした使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失

により、原災法第１０条事象に至る原子力災害を

想定した訓練を実施 

① 防災課長 

② 発電所対策本部要員 
良 

情報共有のためのツールの 

改善を行い、習熟を図った。 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

 

【本店】 

１．現在のプラント状態での訓練（未適合炉）（訓練実施日：２０２１年１２月１日 参加人数：１０名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

現在のプラント状態において、自然災害（地震）

を起因とした使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失

により、原災法第１０条事象に至る原子力災害を

想定した訓練を実施 

① 原子力防災・防護課長 

② 緊急時対策要員（原子力班） 
良 

情報共有のためのツールの 

改善を行い、習熟を図った。 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

２．災害対策支援拠点対応訓練（訓練実施日：２０２１年１１月１１日 参加人数：１８名（他社２名を含む）） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

災害対策支援拠点対応訓練 ① 原子力品質保証室 課長 

② （本店） 

放射線管理副長および放射線管理

グループ員 

原子力運営グループ員 

原子力技術グループ員 

原子力設備グループ員 

原子力防災・防護グループ員 

（東通原子力発電所） 

防災課員 

放射線管理課員 

良 特になし 
来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

放射性物質の放出後を想定し、本店から上北 

変電所へ移動し、スクリーニング活動、除染 

活動について、防護服を着用した状態での訓練

を実施 

事業者間協力協定対応訓練 

事業者間協力協定に基づく要員の派遣を受け、

スクリーニング活動を実施 

 


